
上限額

３ 万円

補助率

２１

０

キッチンカーを導入して移動販売に取り組む事業

（ただし、１事業者につき１台限り）

【補助対象経費】

市内に事業所を置く中小企業・個人事業者で、キッチンカー事業を行う者
① 市内に事業所を有していること
② 市税を滞納していないこと
③ 暴力団排除条例等に該当しないこと
④ 久留米市保健所より必要な営業許可を取得する見込であること
⑤ キッチンカーの自動車検査証上の「使用の本拠の位置」が久留米市内であること
⑥ キッチンカーの自動車検査証上の「所有者」が申請者と一致していること
⑦ ３年以上当該キッチンカーによる営業を継続する意思があること
⑧ 過去に当該補助金を利用した実績がないこと
⑨ その他市長が適当でないと認める者ではないこと

令和８年１２月２８日（月）まで
期間内であっても予算の上限に達した時点で受付を終了します。
ご検討の際は、下記のお問い合わせ先までご相談をお願いします。

TEL:0942-30-9134
FAX:0942-30-9707
MAIL:syoko@city.kurume.lg.jp



申請書の提出 審査 結果通知

導入・経費支払 実績報告書の提出 補助額確定 入金

※ 導入後、久留米市保健所の営業許可が出ない場合は補助対象になりません。
申請前に、商工政策課へのご相談及び久留米市保健所への整備内容のご確認を
していただきますようお願いします。

事前相談

申請者が行う項目です

① 交付申請書

② 事業計画書

③ 事業収支計画書

④ 役員等調書及び照会承諾書

⑤ 誓約書

⑥ 経費算出の根拠が確認できる書類（見積書等）

⑦ 市税の滞納なし証明書の写し

⑧ 登記事項証明書の写し（法人）

⑨ 確定申告書の写し（個人）（開業して間もない場合は開業届の写し）

※様式（①②③④⑤）は市HPよりダウンロードできます

⚫ キッチンカーとは、車内で食料品を調理・加工した飲食物を販売する車で、食品衛生法上、
「許可営業」に該当するものとします。届出のみで営業が可能なもの、調理済みの弁当や
パン等の移動販売車等は補助対象外となります。

⚫ キッチンカーの所有者と申請者が一致していることが必要です。ただし、ローン支払いに
より所有者がローン会社等となっている場合、申請者が自動車検査証の使用車と同一であ
れば可とします。また、リース車両は対象になりません。

⚫ 実績報告までに久留米市保健所での営業許可取得が必要です。

⚫ 補助金交付決定前に支払った費用は補助対象外の経費となります。

⚫ 国や地方公共団体が実施する制度と重複する場合は対象外となります。

⚫ 申請にあたっては、まずは商工政策課までご相談をお願いします。
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